
　

毎
年
１
月
に
な
る
と
翌
年
度
の
年
金

額
が
公
表
さ
れ
る
。
２
０
２
６
年
度
は

４
年
連
続
の
増
額
改
定
と
な
っ
た
。
国

民
年
金
を
40
年
納
付
し
た
時
の
老
齢
基

礎
年
金
額
は
、
月
額
７
万
６
０
８
円

（
前
年
度
比
１
３
０
０
円
増
、
１
９
５

６
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人
は
７

万
４
０
８
円
（
同
１
３
０
０
円
増
））

で
決
定
さ
れ
た
（
図
表
）。

　

老
齢
基
礎
年
金
（
満
額
、
年
額
）
は
、

受
給
者
が
原
則
65
歳
か
ら
亡
く
な
る
ま

で
「
78
万
９
０
０
円
×
改
定
率
」
の
支

給
を
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
金
額
は
２

段
階
の
プ
ロ
セ
ス
で
決
定
さ
れ
る
。
１

段
階
目
で
は
、
67
歳
到
達
年
度
以
前
の

新
規
裁
定
者
は
現
役
を
引
退
し
て
か
ら

間
も
な
い
の
で
「
名
目
手
取
り
賃
金
変

動
率
」
を
ベ
ー
ス
に
年
金
額
が
計
算
さ

れ
る
。
68
歳
到
達
年
度
以
後
の
既
裁
定

者
は
「
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
」
か

「
物
価
変
動
率
」
の
い
ず
れ
か
低
い
方

を
基
準
に
年
金
額
が
計
算
さ
れ
る
。
26

年
度
の
年
金
額
の
計
算
に
使
わ
れ
る
二

つ
の
指
標
は
、
名
目
手
取
り
賃
金
変
動

率
が
２
・
１
％
、
物
価
変
動
率
が
３
・

２
％
だ
っ
た
の
で
、
前
年
度
改
定
率
に

乗
じ
る
率
は
２
・
１
％
で
決
定
さ
れ
た
。

　

２
段
階
目
で
は
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
」
と
い
う
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
少

子
高
齢
化
の
影
響
が
年
金
額
に
反
映
さ

れ
る
。
一
般
に
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

は
、
賃
金
や
物
価
が
大
き
く
上
昇
す
る

景
気
拡
大
期
に
は
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ

る
。
賃
金
や
物
価
の
上
昇
が
そ
れ
ほ
ど

大
き
く
な
い
景
気
後
退
期
に
は

調
整
を
部
分
的
に
と
ど
め
（
未

調
整
部
分
は
キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ

ー
）、
年
金
額
の
伸
び
が
抑
制

さ
れ
る
仕
組
み
だ
。

26
年
度
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
に
よ
る
調
整
率
は
「
公
的

年
金
被
保
険
者
数
変
動
率
０
・

１
％
＋
平
均
余
命
の
延
び
率
を

勘
案
し
た
率
▲
０
・
３
％
」
で

計
算
さ
れ
、
最
終
的
に
▲
０
・

２
％
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

26
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
額

（
新
規
裁
定
者
、
月
額
）
は

「
６
万
９
３
０
８
円
×
１
・
０

１
９
」
と
計
算
さ
れ
る
。

　

老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の
よ
う
に
「
改

定
率
」
を
使
う
の
で
は
な
く
、

会
社
員
で
あ
っ
た
期
間
に
受
け
取
っ
た

給
与
と
賞
与
を
年
度
ご
と
に
計
算
す
る

際
に
使
わ
れ
る
「
再
評
価
率
」
に
よ
っ

て
年
金
額
が
決
ま
る
。
こ
の
再
評
価
率

は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
改
定
率
と
同
じ

よ
う
に
賃
金
や
物
価
の
変
動
率
を
も
と

に
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
調
整

も
行
わ
れ
る
。

26
年
度
の
老
齢
厚
生
年
金
（
月
額
）

の
モ
デ
ル
世
帯
（
会
社
員
の
夫
、
専
業

主
婦
の
妻
）
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
た
年

金
額
は
、
夫
が
平
均
標
準
報
酬
（
賞
与

を
含
む
月
額
換
算
）
45
万
５
０
０
０
万

円
で
40
年
間
就
業
し
た
場
合
、
夫
の
老

齢
厚
生
年
金
と
夫
婦
の
老
齢
基
礎
年
金

（
満
額
）
を
合
計
し
て
月
額
23
万
７
２

７
９
円
（
前
年
度
比
４
４
９
５
円
増
）

と
な
っ
た
。
今
後
も
、
名
目
手
取
り
賃

金
変
動
率
や
物
価
上
昇
率
は
プ
ラ
ス
で

推
移
す
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
年
金
額

は
物
価
変
動
率
を
や
や
下
回
る
水
準
で

増
加
し
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。

26
年
度
年
金
額
は
４
年
連
続
の
増
額
、

１
・
９
％
増
に

（
厚
生
労
働
省
「
令
和
８
年
度
の
年
金
額
改
定
に
つ
い
て
」）

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
Ｏ
ｎ
ｅ

未
来
を
は
ぐ
く
む
研
究
所　

主
席
研
究
員

花
村
泰
廣

〔図表〕 新規裁定者の老齢基礎年金額の推移

（出所） 　厚生労働省「令和８年度の年金額改定について」などのデータか
らアセットマネジメントＯｎｅ作成。

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

万円／月

年度

金融財政事情2026． 2．17 56※週刊金融財政事情が記事の利用を許諾しています。


